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五
ロ
国
の
独
占
禁
止
法

!
i詳
し
く
謂
う
と
『
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公

主
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
』
(
法
体
第
五
凶
号
嗣
和
一
一
二
年
四
月
一

四
日
公
布
)
l
lは
競
争
会
社
間
の
『
役
員
の
兼
任
』
径
次
の
よ
う
に
制

限
し
て
い
る
@

司
会
社
の
役
員
父
は
従
業
員
(
継
続
し
て
公
社
の
業
務
に
従
事
す

る
も
の
で
あ
っ
て
役
員
以
外
の
も
の
を
い
う
)
ば
凶
内
の
会
社
の
役

員
の
一
地
位
ぞ
兼
ね
る
こ
と
に
よ
り
一
定
の
収
引
分
野
に
か
け
る
競
争

を
実
質
的
に
訓
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
場
合

κは
当
該
役
員
ゆ
地
位
を

兼
ね
て
は
な
ら
な
い
:
:
:
』

i
l
(独
占
禁
止
法
第
六
二
条
第
一
項
U

こ
の
規
定
は
昭
和
一
一
八
年
九
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
現
行
法
規
で
あ
る
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が
、
改
正
以
前
の
同
条
は
『
会
社
(
外
国
会
祉
を
含
む
)
の
役
員
叉
は
従

業
員
は
其
の
会
社
と
閏
凡
に
お
い
て
競
争
関
係
に
あ
る
園
内
の
他
の
会
社

の
川
川
氏
。
地
位
や
兼
ね
て
は
右
ら
な
い
』
と
規
定
じ
、
競
争
会
社
間
の
役

員
の
兼
伍
を
絶
対
的
に
禁
止
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
改
正
法
規
で
は
こ

れ
が
『
一
定
の
取
引
分
討
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
場

合
』
に
ほ
ら
れ
て
条
併
付
禁
止
に
緩
和
ぎ
れ
に
訳
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
『
役
員
兼
任
』
の
禁
止
規
定
ば
従
来
ど
の
よ
う
に
実
施

さ
れ
て
来
た
で
あ
ろ
う
か

Q

独
占
禁
止
法
の
実
施
機
関
で
あ
る
公
正
取
引

委
員
会

ω年
次
報
告
を
調
べ
て
見
る
と
、
昭
和
二
二
年
七
月
独
占
的
不
止
法

が
施
行
さ
れ
て
以
来
現
在
ま
で
の
約
八
年
間
に
同
法
第
一
三
条
違
反
を
問

わ
れ
た
一
事
件
は
昭
和
二
四
年
に
一
件
、
間
二
五
年
に
一
件
、
同
二
六
平
に

一
件
の
計
三
件
で
、
い
ず
れ
も
岐
正
前
の
法
滋
違
反
事
件
で
あ
り
、
昭
和

二
八
年
の
改
正
以
後
に
は
同
条
違
反
事
件
は
一
件
も
存
在
じ
な
い
。
而
か

も
と
の
三
件
の
違
反
事
件
の
ヨ
事
者
は
い
ず
れ
ち
地
方
の
名
ち
な
み
己
中
小

企
業
者
メ
は
地
方
は
鉄
経
営
者
で
あ
っ
て
、
世
に
知
ち
れ
る
大
企
業
の
関

係
者
で
は
未
だ
嘗
っ
て
同
法
一
三
条
違
反
を
問
わ
れ
た
者
は
五
日
間
に
は
一

名
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
岡
市
じ
て
乙
れ
ば
五
口
国
の
終
日
正
界
、
殊
に
大
企
業

の
問
で
は
役
員
兼
任
に
よ
る
企
業
者
間
の
結
合
が
極
め
て
少
い
と
し
し
詮
立

訳
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
芯
ら
ば
、
同
法
の

励
行
が
不
当
に
山
祝
さ
れ
て
い
る
傾
注
ば
な
い
で
あ
人
う
か
。

一
九
五
O
年
六
月
三

O
日
に
ア
メ
ワ
カ
め
連
邦
取
引
委
員
会
は
委
員
長

ジ
ェ

l
ム
ス
・
エ
ム

-
z
l
ド

Q
2
5凶
宮
・

ζ
g
e
の
名
に
お
い
て

上
下
両
院
議
長
に
対
し
『
重
役
兼
任
に
関
す
る
報
告
書
』
(
河
内
M
U
0
1
0
片付宮

一
九
七
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同叶巾品目
H
1

曲
目
寸
吋
h
w

門凶。

cogE-由回目
C
口
。
口
同
口
同
町
吋

-onEロ
恨
む
片
目
円
件
。
司
m

込町田一

d
E
Z円同盟国け
B
C
G
4
m
B
B由
民
。

B
g
w
巧
白
田
町
山
口
肉
付
。
口
一
回
出
2
.
問者・

包
0

・
)
冶
提
出
し
た
。
乙
の
報
告
書
は
同
委
員
会
が
ア
メ
リ
カ
の
製
造
工

業
関
係
の
最
大
会
社
一
、

0
0
0社
に
つ
い
て
一
九
四
六
年
に
お
け
る

『
重
役
兼
任
』
の
実
情
を
一
一
一
業
種
の
各
々
に
一
旦
り
詳
細
に
調
査
し
た
結

果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
第
ご
次
大
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

独
占
と
集
中
の
発
展
を
知
る
上
に
貴
重
な
資
料
ぞ
提
供
す
る
も
の
で
あ
る

と
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
取
引
委
員
会

1
1
ζ
れ
は
日

本
の
公
正
取
引
委
員
会
に
相
当
す
る
ー
ー
が
独
占
禁
止
法
に
お
け
る
『
霊

役
兼
任
』
禁
止
の
意
義
を
如
何
に
理
解
し
ま
た
如
何
広
重
要
視
し
て
い
る

か
を
吾
国
の
『
公
正
取
引
の
番
人
』
に
教
え
る
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
報
告
書
は
そ
の
第
一
部
第
一
章
で
ア
メ
リ
カ
の
独
占
禁
止
法
に
お

け
る
『
重
役
兼
任
』
禁
止
規
定
の
立
法
事
情
と
そ
の
内
容
お
よ
び
適
用
範

囲
ぞ
概
説
し
て
い
る
が
、
吾
国
の
独
占
禁
止
法
第
一
三
条
と
は
著
じ
く
そ

の
内
容
が
呉
っ
て
い
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
『
重
役
兼
任
』
の
具

体
的
実
情
径
紹
介
す
る
前
に
、
先
ず
こ
の
点
を
読
者
の
参
考
ま
で
に
以
下

本
号
で
は
紹
介
し
よ
う
と
思
う
。

法
律
の
沿
革
と
立
法
事
情

一
九
一
四
年
の
ク
レ
イ
ト
ン
法
(
、
呂
町
己
目
3
0ロ
〉
2
0同
足
早
)
は

一
八
九

O
年
の
シ
ャ

l
マ
ン
法
(
、
H
F
m

∞
町
四
ロ
ロ
白
ロ
〉
2
0同
H
g
o
)

る

補
足
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
議
会
は
特
定

の
行
為
巻
違
法
と
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
独
占
や
取
引

d
L
，、、

一
千
ノ

F
J

を
制
限
す
る
謀
議
に
利
用
さ
れ
る
と
と
の
な
い
よ
う
に
望
ん
だ
の
で
あ
る
。

同
法
は
価
格
差
別
、
排
他
的
売
買
契
約
、
競
争
会
社
の
株
式
の
取
得
が
競

争
ら
事
実
上
弱
め
る
虞
れ
の
あ
る
場
合
に
ζ

れ
ぞ
違
法
と
し
て
禁
止
し
た
。

更
に
同
法
に
は
州
際
商
業
に
従
事
す
る
競
争
会
社
関
の
重
役
兼
任
を
禁
止

す
る
重
要
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。

『
本
法
裁
可
の
日
よ
り
二
年
以
後
に
お
い
て
は
何
人
た
り
と
も
同

時
に
二
以
上
の
会
社
に
し
て
其
の
何
れ
か
の
資
本
金
、
剰
余
金
及
び

未
配
当
利
益
金
の
合
計
百
万
弗
以
上
に
し
て
其
の
事
業
の
全
部
叉
は

一
部
が
商
業
た
る
も
の
の
取
締
役
た
る
乙
と
を
得
な
い
、
但
し
銀
行
、

銀
行
組
合
、
信
託
会
社
並
び
に
一
八
八
七
年
二
月
四
日
裁
可
の
商
業

取
締
法
に
服
す
る
運
輸
業
者
巻
除
き
且
つ
当
該
会
社
が
其
の
営
業
及

び
活
動
場
所
の
関
係
上
現
に
競
争
者
た
り
若
く
は
従
来
競
争
者
た
り

し
場
合
に
お
い
て
其
の
相
互
間
に
お
け
る
申
合
に
依
る
競
争
の
排
除

が
ア
ン
チ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
定
違
反
と
な
る
場
合
に
限
る
』

(
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
八
条
)

当
時
の
大
統
領
ウ
ッ
ド
ロ

l
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
重
役
兼
任
を
制
限
す
る

立
法
措
置
を
熱
心
に
勧
告
し
て
い
た
が
、
議
会
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
を
採
沢

し
、
連
邦
取
引
委
員
会
に
必
要
む
指
令
を
発
し
て
大
統
領
の
要
請
に
応
え

た
の
で
あ
る
。
併
し
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
だ
け
が
こ
の
立
法
措
置
ぞ
望
ん

だ
訳
で
は
な
い
。
共
和
、
民
主
の
両
党
は
い
ず
れ
も
一
九
一
一
一
年
切
選
挙

綱
領
に
ア
ン
チ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
改
正
強
化
を
掲
げ
て
い
た
。
一
九
一
一
一

年
の
共
和
党
の
綱
領
は
特
定
の
行
為
を
列
挙
し
て
こ
れ
を
違
法
と
す
る
法

律
を
制
定
す
べ
き
だ
と
の
原
則
を
採
抗
し
、
乙
の
特
定
行
為
そ
決
定
す
る



た
め
の
行
政
委
貝
会
の
創
設
い
活
動
守
推
し
進
め
て
い
た
。
民
主
党
は
そ
の

綱
領
に
共
和
党
よ
り
も
更
に
強
力
な
宣
言
vq
掲
げ
、
重
役
兼
任
そ
の
他
後

に
ク
レ
イ
ト
ン
法
に
よ
っ
て
還
し
は
と
さ
れ
た
各
種
の
行
為
を
禁
止
す
る
法

律
の
制
定
そ
公
約
し
た
。
実
際
に
は
ζ

の
民
主
立
の
公
約
と
同
じ
条
項
は

既
に
そ
の
前
年
の
一
九
一
一
年
一
一
一
月

A

一
日
に
タ
フ
ト
大
統
領
が
議
会

に
送
っ
た
教
室
聞
の
中
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
の
教
書
送
付
の
直
後

に
彼
の
有
名
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
煩
京
会
社
事

件
に
対
す
る
大
審
院
の
判
決
が
下
っ
た
の
で
あ
る
。

ク
レ
イ
ト
ン
法
の
制
定
に
関
与
し
た
人
々
の
意
見
ば
と
の
法
律
制
定
の

事
情
を
理
解
す
る
上
に
重
要
で
あ
る
か
ら
弦
に
紹
介
し
て
置
乙
う
。
一
九

一
凶
年
一
月
二

O
日
の
議
会
へ
の
教
書
の
中
で
ウ
ィ
ル
ソ
シ
大
統
領
は
亙

役
来
任
の
問
題
ぞ
一
絞
り
上
げ
、
銀
行
、
鉄
道
、
工
業
、
商
業
お
よ
び
公
証

事
業
関
係
の
大
会
社
の
重
役
兼
任
は
競
争
を
排
除
し
、
新
し
い
企
業
と
新

じ
い
事
業
経
営
者
の
進
出
の
機
会
を
減
少
さ
せ
る
も
の
だ
と
次
の
如
く
述

べ
て
い
る
。吾

々
は
皆
『
私
的
独
占
が
弁
護
の
余
地
の
な
い
、
こ
の
ま
ま
に
は

放
置
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
』

L
と
を
認
め
て
い
る
。
豆
ロ
が
政
府
の

綱
領
は
こ
の
確
信
の
上
に
樹
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
包
情
的
な
綱

領
で
は
あ
る
が
、
決
じ
て
過
激
な
ま
た
受
け
入
れ
が
た
い
綱
領
で
は

な
い
。
五
口
々
の
綱
領
の
各
条
演
は
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
慎
重
な
る

輿
論
が
賛
同
し
、
経
済
界
が
待
望
す
る
諸
変
卒
で
あ
る
。

先
ず
第
一
に
経
済
界
ば
買
子
と
売
手
と
丸
山
事
実
上
同
一
人
と
な
す

が
如
き
、
別
個
の
名
称
を
用
い
別
仰
の
径
路
そ
通
じ
て
も
結
局
は
買

F
T
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手
と
売
手
と
が
同
一
人
と
な
っ
て
取
引
を
な
す
が
如
き
、
ま
に
互
レ

に
競
争
的
立
場
に
あ
る
人

f
N」
特
定
の
経
済
分
野
の
仲
間
叉
ば
主
人

た
ち
し
め
る
が
如
き
、

i

M

銀
行
、
鉄
道
、
工
業
、
商
業
お
よ
び
公

益
事
業
関
係
の

i
l大
会
社
の
重
役
兼
任
を
厳
禁
す
る
渋

2
制
定

ぞ
暗
黙
の
う
ち
に
待
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
軍
役
兼
任
の
禁
止
は
、
例
え
ば
大
投
資
銀
行
の
指
導
的
地

位
陀
い
る
人
が
従
来
他
の
干
渉
そ
う
け
ず
独
立
の
経
営
号
維
持
し
て

い
ろ
事
業
企
社
の
経
営
陣
に
割
り
込
ん
た
場
合
に
起
り
得
る
大
き
な

弊
害
ぞ
防
止
す
る
と
い
う
単
に
消
極
的
な
利
益
が
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
更
に
そ
れ
以
上
の
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。
即
ち
重
役
兼

任
の
禁
止
は
吾
国
の
大
企
業
の
経
営
陣
に
新
し
い
人
材
号
、
新
し
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
新
じ
い
創
意
の
精
神
を
、
新
し
い
血
液
を
注
入
す
る

ζ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
自
己
の
能
力
に
応
じ
て
働
か

ん
と
す
る
多
く
の
人
々
の
た
め
に
産
業
の
発
展
分
野
と
創
'
涯
の
天
地

ぞ
拓
く
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
こ
の
国
の
す
べ
て
の
事
業
活
動

の
中
に
足
冶
踏
み
入
れ
、
そ
と
で
大
い
に
富
を
積
ま
ん
と
す
る
若
い

。
ハ
註
一
U

人
々
の
心
丸
山
測
り
知
れ
な
い
ほ
ど
鼓
舞
す
る
で
あ
ろ
う

法
案
の
起
背
胞
に
当
っ
た
と
下
両
院
の
委
員
会
は
大
統
領
の
教
壱
に
応
え

て
活
動
し
た
。
之
等
の
委
員
会
は
後
に
ク
レ
イ
ト
ン
法
と
し
て
成
立
し
た

原
訟
案
に
関
す
る
報
告
の
中
で
、
重
役
兼
任
を
禁
止
す
る
同
法
の
条
項
は

自
由
競
争
が
完
全
に
行
わ
れ
る
企
業
体
制
に
と
っ
て
重
大
な
障
時
と
な
る

長
大
な
権
力
の
集
中
長
防
止
す
る
怠
図
ψ

ぜ
も
っ
た
も
の
で
あ
乙
と
述
べ
て

い
る
。
乙
の
報
告
書
に
は
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

九
九
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米
司
に
お
け
る
宮
、
貨
幣
お
よ
び
財
産
が
少
数
。
個
人
君
く
は

大
会
社
の
支
関
下
叉
は
手
中
に
集
中
せ
る
皮
合
は
極
め
て
苦
し
く
、

今
に
し
て
こ
れ
を
院
止
し
沿
ゆ
り
れ
ば
迭
に
は
吾
国
の
社
会
制
皮
の
存

在
与
一
位
胎
い
い
淵
注
じ
か
る
域
に
立
で
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
極
く
小
設

の
人
聞
の
み
じ
か
吾
閏
の
大
会
社
や
大
産
業
の
経
営
に
家
加
す
り
む
こ

と
、
か
以
来
な
い
と
い
う
こ
と
は
予
が
社
会
制
度
の
成
立
の
精
神
に
え

す
る
も
の
で
あ
る

Q

経
済
的
見
地
か
ら
じ
一
し
も
、
如
何
に
有
能
な
人

で
あ
ろ
う
と
も
一
人
で
五

O
の
一
会
社
の
重
役
を
兼
ね
る
場
合
は
、
主

O
人
の
有
能
な
人
闘
が
一
人
宛
一
夫
ム
ベ

ω会
社
の
霊
役
と
な
っ
て
そ
の

会
社
の
経
営
に
自
己
の
全
力
を
投
入
し
た
場
合
と
同
じ
様
に
、
有
効

に
仕
事
ぞ
な
す
こ
と
は
不
可
能
な
乙
と
で
あ
る

Q

実
際
ヒ
多
数
の
会

社
の
重
役
を
一
人
の
人
間
が
兼
任
す
る
場
合
に
彼
む
な
し
得
る
唯
一

の
仕
事
は
自
分
の
関
係
す
る
す
べ
て
の
会
社
に
対
し
て
統
一
的
な
政

策
ぞ
採
り
得
る
と
い
う
ζ

と
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
は
通
例
大

会
社
の
利
益
を
は
か
る
こ
と
に
な
り
、
霊
役
と
じ
て
の
自
己
の
威
信

に
よ
っ
て
ど
う
に
で
も
な
ろ
中
小
会
社
の
利
益
号
制
視
し
、
一
般
大

衆
に
損
失
を
蒙
ら
せ
る
と
と
に
な
る
の
で
め
る
。
〈
註
二
)

第
六
三
議
会
に
お
け
る
提
案
立
訟
の
賛
成
演
説
の
中
で
下
院
議
員
ヘ
ル

ヴ
7
1
リ
ン
グ
(
宮
門
・
国
叩
日
ぐ
R
F
m
)
ば
ル
イ
ヌ
ニ
ア

i
・
プ
ラ
ン
ダ
イ

ス

(
F
S
U
O
-
切

5
3仏
0
2
)

宣
言
葉
ぞ
引
用
し
て
『
重
役
兼
任
な
る
行

為
ば
人
聞
が
定
め
た
法
律
ば
か
り
で
心
く
、
神
の
さ
だ
め
川
ほ
間
切
っ
た
現
律
に

も
そ
む
く
も
の
で
あ
る
』
と
言
明
レ
、
ま
た
五
に
刻
立
関
係
に
あ
る
会
社

関
の
霊
役
議
径
は
競
争
各
抑
圧
す
る
貫
れ
が
め
り
シ
ャ

l
マ
ン
法
に
抵
触

二

0
0

ず
る
ば
か
り
で
な
く
、
互
に
売
買
取
引
ぞ
な
し
て
い
る
会
社
関
の
重
役
兼

任
ば
何
人
名
同
時
に
三
人
の
主
人
に
は
仕
え
得
伝
い
と
い
う
人
倫
の
根
本

原
則
に
も
と
る
も
の
で
め
る
と
述
べ
て
い
る
。
(
註
一
二
U

同
議
員
は
更
に
鉄

鋼
ト
ラ
ス
ト
号
制
査
し
た
ス
タ
ン
レ
イ
委
員
会

2
z
g
s
r可
内

ce

ss-HZ巾
C
回
忌
巾

ω広
色
、
吋
2
2
)
の
報
告
書
を
引
用
し
て
い
る
が
、

こ
の
報
告
書
は
鉄
鋼
ト
ラ
ス
ト
と
鉄
鋼
徒
用
会
社
の
両
者
に
関
係
す
る
笈

任
設
は
が
支
配
じ
て
い
る
会
社
資
産
の
総
額
が
一
六

O
億
弗
以
上
記
の
md

門
註
四
U

る
と
と
そ
明
ら
か
に
し
て
い
る

ヘ
ル
ヴ

7
1
リ
ン
グ
議
員
は
ま
た
プ
ジ
ョ
!
妥
兵
会
ハ
寸
宮
句

ε号
。
。
.

5
ロ
目
立
巾
叩
)
の
報
比
円
警
に
陳
べ
ら
れ
た
諸
事
実
を
引
用
じ
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

『
ベ
イ
カ

I
氏
(
冨
円
・
図
書
ミ
)
は
現
在
、
否
同
民
が
将
来
-
の
禍

を
察
せ
ら
れ
た
極
く
最
近
ま
で
は
二
一
一
の
会
社
の
重
役
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
会
社
は
多
数
の
子
会
社
を
有

L
、
そ
の
資
産
メ
は
資
本
の

総
額
は
七
、
三
六
一
一
首
万
弗
に
達
し
て
い
る
υ

更
に
そ
の
上
花
、
両

氏
が
安
配
レ
て
い
る
銀
行
の
重
役
速
は
少
く
と
も
他
の
一
一
七
会
社
の

重
役
の
地
位
径
高
め
、
そ
れ
ら
の
会
社
の
資
産
総
額
は
四
、
二
七
O

百
万
弗
に
ゆ
波
っ
て
い
る
。
と
れ
ら
の
一
事
実
か
ら
と
U
判
ろ
よ
う
に
、

と
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
銀
行
は
そ
の
資
産
の
総
額
が
一
一
、

五
二
四
百
万
弗
に
の
ぼ
る
四
九
の
会
社
の
重
役
会
に
代
表
を
送
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

『
ベ
イ
カ
l
氏
が
専
任
理
事
、
執
行
委
員
、
若
く
は
取
締
役
と
じ

て
支
耐
出
し
て
い
る
会
社
は
占
フ
ラ
ン
グ
イ
ス
氏
の
調
べ
に
よ
れ
ば
次
に



列
挙
す
る
ん
州
く
で
あ
る
。

『
HHU打
、
信
託
、
保
険
会
社

l
l
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
フ

7
1
只

ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
銀
行
、
ナ
シ
?
ナ
ル
商
業
銀
行
、
農
民
貸
付
信
託

銀
行
、
相
互
応
命
保
険
会
社
。

『
け
鉄
道
会
社
l
j
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
セ
シ
ト
ヲ
ル
鉄
道
、
ニ
ュ

ー
ヘ
グ
ン
、
リ
l
デ
ィ
ン
グ
、
エ
リ
l
、
ラ
ジ
カ
ワ
ナ
、
リ
ハ
イ
綴

谷
、
サ
ザ

i
ン
、
ノ

i
ザ
ン
・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
、
シ
カ
ゴ
・
パ

l
リ

ン
ト
ン
・
ク
イ
ン
シ
イ
鉄
道
の
諸
会
社
。

『
同
公
益
事
業
会
社

I
iア
メ
リ
カ
電
信
電
話
会
社
、
ア
ダ
ム
ス

・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
会
社
。

『
同
工
業
会
社

l
l
ユ
1
3
エ
ス
・
ス
テ
ィ

l
ル
会
社
、
プ
ル
マ

ン
会
社
。

『
ス
テ
イ
ル
マ
ン
民
(
冨
司
・

ω片
山
口

8
8〉
は
二
、
四
七
六
百
万
弗

の
資
産
ぞ
も
つ
七
の
会
社
の
重
役
を
兼
ね
て
お
り
、
同
氏
の
支
配
し

て
い
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
テ
ィ

1
銀
行
は
少
く
と
も
他
の
凶
一
の
会

社
に
重
役
を
派
遣
し
て
い
る
。
と
れ
ら
四
一
会
社
の
資
本
お
よ
び
資

践
は
そ
の
子
会
社
の
分
を
も
含
め
る
と
一

O
、
五
六
四
百
万
弗
に
達

す
る
の
で
あ
る

Q

『
ジ
ェ

i
・
ピ

1
・
モ
ル
ガ
ン
EM
開
会
の
役
員
は
ア
メ
リ
カ
の
最
大

会
社
の
中
の
四
七
社
に
七
二

U
A役
の
椅
子
を
保
持
し
て
い
る

Q

『
プ
ジ
ヲ

i
委
民
会
が
ジ
ェ

l
・ピ

l
・
モ
ル
ガ
ン
商
会
の
役
員

な
ら
び
に
筏
等
の
支
阻
下
に
あ
る
信
託
会
社
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ナ
シ

胃
ナ
ル
銀
行
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
シ
テ
ィ
!
銀
行
の
霊
仰
は
起
に
つ

F
T
C
報
告
一
重
役
兼
任
」

い
て
調
べ
に
と
と
ゐ
に
よ
れ
ば
、
之
等
の
誼
一
役
は

『
資
産
総
額
二
、
六
七
九
百
万
弗
、
預
金
総
額
二
九
八
三
百
万

弗
に
達
す
る
一
二
四
の
慣
行
、
信
託
会
社
に
一
一
八
の
重
役
の
ぼ
子
を

保
持
し
て
お
り
、

『
資
産
総
額
二
、
二
九
一
二
百
万
弗
に
達
す
る
一
心
心
保
険
会
社
に

一
一
一
〈
)
の
震
役
一
ω椅
子
を
、

『
資
本
総
額
一
一
、
七
八
四
丙
万
弗
、
総
時
数

l
i但
し
通
連
会

社
お
よ
び
恭
汽
船
航
路
を
除
く
一
五
O
、
二

O
O
哩
に
達
す
る

一
一
一
二
の
運
輸
会
社
に
一

O
五
の
重
役
の
精
子
吾
、

『
資
本
総
額
三
、
一
二
三
九
百
万
弗
に
達
す
る
二
四
の
今
一
産
会
社
お

よ
び
貿
易
会
社
に
六
一
二
の
重
役
の
椅
子
吾
、

『
資
本
総
額
二
、
一
一
λ
O百
万
弗
に
達
す
る
一
二
の
会
話
事
業
会

社
に
二
五
の
重
役
の
椅
子
を
、

内
総
…
ゅ
計
し
て
資
産
叉
は
資
本
の
総
額
二
二
、
二
四
五
百
万
弗
に
達

す
る
一
一
一
一
の
会
社
に
三
四
一
の
宝
役
の
椅
子
ぞ
保
持
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

『
プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
民
が
突
に
簡
潔
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ζ

の
ニ

コ
Q
億
弗
と
い
う
数
字
は
ニ
ュ

i
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
州
の
す
べ
て
の
個

人
不
動
産
の
評
判
街
の
三
倍
以
上
の
績
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
桁

の
す
べ
て
の
不
動
産
め
詐
川
市
街
の
三
倍
に
近
く
、
南
部
一
三
州
の
す

べ
て
の
不
動
産
の
評
価
額
の
二
併
以
上
で
お
一
、
り
、
ま
た
ミ
ズ
リ

l
河

の
西
に
佼
ず
る
南
北
ニ
ニ
州
の
す
べ
て
の
不
動
屈
の
評
価
額
を
超
え

る
額
で
あ
る
。

ご

C



F
T
C
報
告
「
霊
役
兼
伝
」

ア
」
の
巨
大
な
富
に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
る
権
力
の
す
べ
て
が
少
数

の
人
々
の
手
中
に
提
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
人
も
か
か
る
富
の

集
中
が
J
6
た
ら
す
治
険
を
疑
い
得
な
い
で
あ
ろ
う

Q

か
か
る
危
険
ぞ

防
止
す
る
た
め
の
方
法
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
動
き
ゐ

F
7コ

し
て
止
め
る
乙
と
が
出
来
よ
う
か
。
乙
の
権
力
は
決
し
て
ア
メ
リ
カ

国
民
一

ω不
利
に
な
る
よ
う
に
は
使
わ
れ
な
い
と
討
つ
で
も
そ
れ
は
無

駄
で
あ
る
。
と
の
力
が
従
来
は
ア
メ
リ
カ
国
民
の
利
益
の
た
め
に
使

わ
れ
て
来
た
こ
と
ら
一
示
す
数
多
く
の
実
例
を
再
々
が
知
っ
て
い
た
と

し
て
も
、
ま
た
仮
令
そ
の
力
、
が
吾
々
す
べ
て
の
絶
対
に
信
頼
を
措
く

人
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
力
は
一
人
の
手
に
集
中
さ

れ
る
に
は
余
り
に
大
き
す
ぎ
る
1

1

そ
れ
は
か
弱
き
人
間
陛
に
と
っ

て
余
り
に
も
大
き
な
誘
惑
た
る
ζ

と
や
}
誰
も
が
認
め
ま
る
を
得
は
い

で
あ
ろ
う
o
』
(
註
五
〉

併
し
乙
の
法
案
に
対
す
る
反
対
意
見
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。
そ
れ

ば
重
役
兼
任
の
禁
止
の
必
要
を
頭
か
ら
認
め
な
い
人
々
と
、
と
れ
を
禁
止

し
て
も
効
果
が
な
い
と
考
え
る
人
々
の
両
者
か
ら
提
出
さ
れ
た

Q
'

た
と
え

ば
ネ
ル
ソ
ン
議
員
(
宮
『
・

Z
巳∞
C
ロ
〉
は
丞
役
笈
任
の
禁
止
は
株
式
の
取
得

が
許
さ
れ
て
い
る
限
り
競
争

ω恢
復
に
役
立
つ
と
は
信
じ
ら
れ
は
い
と
述

。
(
註
六
)

べ
て
い
る

若
干
の
議
員
か
ら
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
提
出
さ
れ
た
に
も
不
抱
、
ク
レ

イ
ト
ン
法
は
上
下
両
院
に
よ
っ
て
採
訳
さ
れ
、
一
九
一
四
年
一

O
月
一
五

日
に
議
会
を
通
過
し
た
。
そ
れ
か
ら
二
年
の
後
に
章
一
役
兼
任
に
関
す
る
祭

止
規
定
は
効
方
を
発
し
た
の
で
あ
る
。

内
註
一
)

ハ
註
二
)

〔
註
一
二
)

(
註
四
〉

(
註
豆
〉

(
註
六
〉

ニ
O
二

河

町

宮

与

え

岳

町

。

。

5
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S
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司

g

R
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岳
山
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H
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・

3
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ロ

m-w
呂

田
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・
祖
国
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M
y
q
N
U
1
U
2
y
q
l
H
∞
)

F
H
U
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品
N
『

H
C
M
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n
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出

-
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5
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H
C
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H
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ロ
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的
問
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吋
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白
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ロ
ぬ
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w
N
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田
凹
-
-
V向
白
『

N
∞
w

H
C
H
A
H
-
H
v
・
D
H
∞晶・

HH)山
内
田
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阿
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内
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向
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ロ
ぬ
『
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問

g
E唱
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N
白
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E
E・
司
可
・
む
H
a
u

-
2
2
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重
役
兼
任
に
関
す
る
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
禁
止

会
社
の
章
一
役
の
兼
任
関
係
ぞ
取
締
る
法
律
は
ク
レ
イ
ト
ン
法
ば
か
り
で

な
く
、
議
会
が
刷
判
定
し
た
他
の
若
干
の
取
締
法
規
の
中
に
も
容
在
し
て
い

る
Q
ζ

れ
ら
の
法
規
在
倹
寸
前
し
て
見
る
と
議
会
が
こ
れ
ら
の
法
律
を
つ
く

っ
た
基
本
目
的
は
白
山
競
争
し
」
経
済
的
機
会
吾
維
持
す
る
た
め
、
米
国
の

大
事
業
会
社
の
軍
役
が
互
に
相
対
立
す
る
責
伍
の
地
位
に
就
く
こ
と
ぞ
未

然
に
防
止
す
る
に
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

重
役
兼
任
む
取
締
る
ク
シ
イ
ト
ン
法
の
規
定
安
見
る
と
次
の
三
種
類
の

兼
任
関
係
が
採
り
上
げ
与
れ
て
い
る
。
付
銀
行
重
役
の
兼
任
、
同
銀
行
、

銀
行
組
合
、
信
託
会
社
お
よ
び
運
輸
業
者
以
外
の
会
社
聞
の
主
役
兼
任
、



骨
鉄
道
会
社
と
有
力
な
売
手
業
者
と
の
関
の
章
一
役
兼
任
で
あ
る

G

ク
レ
イ

ト
ン
法
第
八
条
の
規
定
は
前
二
者
の
重
役
兼
任
を
採
り
上
げ
、
第
十
条
は

第
三
の
重
役
兼
任
を
採
り
上
げ
て
い
る
。

ク
レ
イ
ト
ン
法
の
第
八
条
ば
何
人
で
も
同
時
に
二
以
上
の
州
際
商
業
に

従
事
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
何
れ
か
の
資
本
金
、
剰
余
金
お
よ
び
未

配
当
利
益
金
の
合
計
、
が
百
万
弗
以
上
の
会
社
の
取
締
役
に
な
る
こ
と
は
出

来
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
と
の
禁
止
規
定
は
こ
れ
ら
の
会
社
が
現
在
又

は
従
来
競
争
者
で
あ
っ
て
両
者
の
閣
の
市
合
に
よ
る
競
争
の
排
除
が
ア
ン

チ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
定
違
反
に
な
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。

『
本
法
裁
可
の
日
よ
り
三
年
以
後
に
お
い
て
は
何
人
た
り
と
も
同
時

に
ご
以
上
の
会
社
に
し
て
共
の
何
れ
か
の
資
本
金
、
剰
余
金
及
C
未

配
当
利
益
金
の
合
計
百
万
弗
以
上
に
し
て
其
の
一
事
業
の
全
部
叉
は
一

部
が
一
向
業
た
る
色
の
の
取
締
役
一
た
る
と
と
ぞ
得
な
い
、
但
し
銀
行
、

銀
行
組
合
、
信
託
会
社
並
び
に
一
八
八
七
年
二
月
四
日
裁
可
の
商
業

取
締
法
に
服
す
る
運
輸
業
者
を
除
き
且
つ
当
該
会
社
が
其
の
営
業
及

び
活
動
場
所
の
関
係
上
現
に
競
争
有
た
り
若
く
は
従
来
競
争
一
石
だ
り

じ
場
合
に
お
い
て
其
の
相
互
問
に
お
け
る
申
合
に
よ
る
競
争
の
排
除

、
が
ア
ン
チ
・
ト
ラ
ス
ト
法
の
規
定
違
反
と
h
u
る
場
合
に
限
る
。
右
の

規
定
に
依
る
取
締
役
の
抽
出
選
挙
資
絡
の
有
無
は
当
該
会
社
の
取
締
机
伐

の
選
挙
直
前
の
会
計
年
度
の
末
に
お
け
る
資
本
金
及
び
株
主
に
対
し

て
既
に
発
表
し
た
乙
も
未
だ
配
当
や
為
さ
、
ぢ
る
配
当
割
当
金
以
列
の

未
配
当
利
益
金
の
総
計
に
依
り
て
之
ぞ
定
h
u
。
本
法
の
規
定
に
依
り

で
取
締
役
に
選
挙
せ
ら
れ
た
る
者
は
爾
後
一
年
筒
適
法

κ其
の
聡
に

F
T
C
報
告
「
重
役
兼
任
」

日
以
く
も
の
と
す
る
。

『
本
法
の
適
用
そ
受
く
る
銀
行
交
は
其
の
他
の
会
社
の
取
締
役
若

く
は
役
員
と
じ
て
選
挙
せ
ら
れ
叉
は
使
用
人
と
し
て
選
任
ぜ
ら
れ
た

る
者
が
選
挙
叉
は
選
伝
の
時
に
其
の
地
位
に
お
い
て
当
該
銀
行
叉
は

共
の
他
の
会
社
の
為
め
に
行
為
を
な
す
資
格
を
有
す
乙
と
き
は
当
該

銀
行
叉
は
会
社
の
事
情
に
変
更
を
生
じ
た
る
場
合
に
お
い
て
も
其
の

原
因
の
如
何
に
拘
ら
ず
本
法
に
特
別
の
規
定
な
き
と
き
と
躍
も
其
の

選
挙
叉
は
選
任
の
日
よ
り
一
年
間
適
法
K
各
其
の
他
位
に
お
い
て
行

為
山
ゼ
な
す
資
格
告
有
し
何
等
本
法
の
規
定
に
触
れ
る
と
と
ほ
な
い
』

!
l
(ク
レ
イ
ト
ン
法
第
八
条
改
正
法
律
よ
り
抜
粋
)

ク
レ
イ
ト
ン
法
第
八
条
改
正
法
律
は
ま
た
特
定
の
種
類
の
銀
行
間
陀
お

け
る
取
締
役
、
役
員
日
人
は
使
用
人
の
兼
任
る
禁
止
し
て
い
る
。
と
の
一
条
項

に
は
多
数
の
例
外
規
定
が
附
加
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

ζ

の
条
項
が

銀
行
闘
の
独
立
性
や
保
持
し
、
重
役
兼
任
に
よ
る
金
融
上
の
力
の
集
中
の

増
大
守
防
止
す
る
窓
函
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

『
民
間
銀
行
業
者
若
く
は
連
邦
準
備
制
度
加
盟
行
又
は
其
の
玄
庖

テ
シ
罰
す
ん
・
パ
シ
グ

の
取
締
役
、
役
員
父
は
使
用
人
は
同
時
に
国
立
銀
行
法
叉
は
各
州
の

法
律
叉
は
コ
ロ
ム
ピ
ア
地
区
の
法
律
に
よ
り
て
設
立
さ
れ
た
る
其
の

他
の
銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行
、
信
託
会
社
及
び
其
等
の
文
庖

mu
取
締
役
、
役
員
叉
は
使
用
人
と
な
る
ζ

と
や
得
な
い
、
但
し
連
邦

準
繍
制
度
記
事
会
が
規
定
に
よ
り
前
記
金
融
機
関
叉
は
其
の
支
屈
の

内
の
一
に
限
り
其
の
取
締
後
、
役
民
叉
は
使
用
人
と
し
て
の
地
位
に

就
く
こ
と
を
認
め
た
る
場
合
は
と
の
限
り
で
な
い
。
的
問
記
一
の
禁
止

二
O
三
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規
定
は
次
に
掲
げ
る
金
融
機
関
叉
は
其
の
支
底
の
一
又
は
ご
飢
上
に

関
わ
る
場
合
ば
ζ

れ
を
適
用
し
な
い
。

『
け
合
衆
国
に
よ
り
叉
は
合
衆
国
が
直
接
間
接
に
そ
の
様
式
の
九

割
以
上
ぞ
保
有
す
る
会
社
に
よ
り
直
接
間
接
に
其
の
除
式
の
九
割
以

上
奇
保
有
ぎ
れ
た
る
銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行
叉
は
信
託
会
社
。

『
件
正
規
の
手
続
を
以
て
清
算
中
の
銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀

行
又
は
信
託
会
社
、
若
く
は
破
産
管
財
人
、
清
算
約
理
人
叉
は
こ
れ

主
同
等
の
職
能
守
田
市
す
其
の
他
の
役
員
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
る
銀

行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行
叉
は
信
託
会
社
。

『
伺
合
衆
国
の
属
領
叉
は
同
情
領
鳴
に
お
い
て
主
と
じ
て
国
際
銀
行

業
叉
は
外
国
銀
行
業t
若
し
く
は
国
内
銀
行
業
冶
蛍
む
会
社
に
し
て
連

邦
準
備
法
務
二
五
条
に
よ
ち
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
と
の
協
定
を
結

び
た
る
会
社
。

『
伺
其
の
加
盟
銀
行
の
普
通
株
の
五
割
以
上
安
直
接
間
接
に
保
有

す
る
者
に
よ
り
其
の
普
通
機
の
玄
割
以
上
を
直
接
間
接
に
保
有
さ
れ

た
る
銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行
又
は
信
託
会
社
。

『
同
其
の
加
盟
銀
行
叉
は
其
む
支
后
の
所
在
地
叉
は
其
れ
に
隣
接

若
く
は
迂
楼
せ
る
同
一
の
市
町
村
に
本
厄
又
は
交
日
を
有
ぜ
、
お
る
銀

行
、
銀
行
組
ム
日
、
貯
蓄
銀
行
又
ば
信
託
会
誌

Q

『
肘
其
の
加
盟
銀
行
、
か
営
む
一
一
樽
叉
は
数
積
心
業
務
を
営
志
、
ぎ
る

銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行
叉
は
信
託
会
社
。

『
同
株
式
資
本
を
有
せ
ざ
る
相
互
貯
番
銀
行

3

『
連
邦
襟
備
制
昨
日
加
盟
銀
行
の
取
締
役
、
役
員
叉
ば
口
氏
用
人
に
し

。四

て
一
九
一
二
五
年

ω銀
行
法
制
定
日
に
お
い
て
同
時
に
民
間
銀
行
業
ず

若
く
は
其
の
他
の
銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行
、
信
託
会
社
叉
は

其
の
」
え
広
の
取
締
役
、
役
員
叉
は
使
用
人
と
し
て
の
地
位
に
適
法
に

在
り
た
る
者
は
一
九
三
九
長
二
月
一
日
迄
は
本
項
の
禁
止
規
定
に
よ

ち
そ
の
地
伎
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

『
連
邦
軍
備
制
度
理
事
会
は
本
項
の
規
定
ぞ
励
行
し
且
つ
一
こ
れ
が

回
的
達
成
の
た
め
必
要
と
思
惟
せ
ら
れ
る
規
則
を
定
め
る
権
限
ぞ
有

す
る
。『

:
:
:
中
略
:
:

『
本
法
の
活
用
ぞ
受
く
る
銀
行
又
は
其
の
他
の
会
社
の
取
締
役
活

く
は
役
員
と
し
て
選
挙
せ
ら
れ
叉
は
使
用
人
と
し
て
選
任
せ
ら
れ
た

る
者
が
選
挙
叉
は
選
在
の
時
代
立
の
地
位
に
お
い
て
当
該
銀
行
交
は

其
の
他
の
会
社
の
為
め
に
行
為
を
注
す
資
格
を
有
す
る
と
き
は
当
該

銀
行
又
は
会
社
の
事
情
に
変
更
を
生
じ
た
る
場
合
に
お
い
て
も
其
の

原
因
の
如
何
に
拘
ら
ず
本
法
に
特
別
の
規
定
な
き
と
き
と
難
も
其
の

選
挙
叉
は
選
任
の
日
よ
り
一
年
間
同
適
法
に
各
其
の
地
位
に
お
い
て
行

為
む
な
す
資
格
ぞ
有
し
何
等
本
法
の
一
規
定
に
触
れ
る
ζ

と
は
な
い
』

!
i
(ク
レ
イ
ト
ン
法
第
八
条
)

ク
レ
イ
ト
ン
法
什
第
一
(
リ
条
は
運
輸
業
者
が
他
の
会
社
と
の
問
に
取
締

役
、
社
長
、
支
配
人
、
購
員
員
叉
は
販
売
員
を
共
有
し
て
兼
任
関
係
を
保

持
し
て
い
る
場
合
、
当
該
会
社
と
一
年
の
金
額
豆
万
弗
を
超
え
て
有
価
証

券
叉
は
資
材
せ
の
他
の
商
品
に
関
す
る
取
引
ら
な
じ
た
り
、
叉
は
建
築
若

く
は
保
存
の
た
め
の
契
約
を
な
す
と
と
を
違
法
と
し
て
い
る
。



『
木
法
勲
可
の
円
よ
り
二
年
以
後
に
お
い
て
は
商
業
に
従
事
す
る

運
輸
業
者
が
其
の
取
締
役
、
社
長
、
支
配
人
、
購
買
員
、
販
売
員
叉

は
仰
々
の
取
引
に
お
け
る
代
理
人
と
し
て
同
時
に
他
の
会
社
、
商
会
、

合
名
会
社
若
く
は
組
合
の
取
締
役
、
支
間
入
、
庶
民
民
若
く
ば
販
完

員
た
る
者
叉
は
他
の
会
社
、
前
会
、
合
名
会
社
む
く
は
組
合
と
事
実

上
の
利
害
関
係
あ
る
者
を
有
す
る
と
き
は
右
ヴ
迫
輸
業
者
は
当
談
会

社
、
商
会
、
合
名
会
社
若
く
は
組
合
と
の
問
に
一
年
の
金
額
五
万
弗

ぞ
泡
え
て
有
何
証
券
、
資
材
汗
く
は
其
の
他
の
商
品
に
関
す
る
取
引

を
為
し
父
は
建
築
若
く
は
保
存
の
為
の
契
約
を
為
す
こ
と
ぞ
得
な
い
、

但
U
右
の
鴨
川
貿
叉
ば
収
引
が
法
規
若
く
は
州
際
商
業
委
国
民
会
の
克
定

に
よ
る
競
売
に
お
い
て
当
該
運
輸
業
者
の
為
め
に
最
も
有
利
な
る
入

札
者
よ
り
交
は
其
の
一
告
と
の
悶
に
為
さ
れ
た
る
と
き
は
比
の
限
り
で

な
い
。
入
札
と
同
時
に
入
札
者
の
住
所
氏
名
叉
は
入
札
者
が
会
社
な

る
と
き
は
其
の
役
員
、
取
締
役
及
び
松
山
文
配
人
心
住
所
民
名
交
は
入

机
者
か
合
名
会
社
若
く
は
商
会
な
る
と
き
は
其
の
社
員
の
住
所
氏
名

を
芸
ぷ
す
忍
に
非
ギ
ロ
れ
ば
入
品
や
受
到
す
る
こ
と
吾
得
な
い
。

『
他
人
の
入
札
そ
妨
ぐ
る
為
め
直
接
叉
は
間
接
何
等
か
の
行
為
を

為
じ
た
る
管
法
く
ば
為
さ
ん
と
し
た
る
な
又
は
入
札
三
苫
く
ば
人
北

山
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
の
筒
に
於
け
る
自
由
に
し
て
会
正
な
る
競
争
活
妨

ヤ
お
為
め
伺
等
か
の
行
為
ぞ
為
し
た
る
者
は
役
員
叉
ば
玄
記
入
に
関

心
本
条
に
定
む
る
所
に
よ
り
て
之
を
罰
す
る
。

『
日
出
輸
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
引
ひ
〈
は
売
買
を
為
じ
た
る

と
き
は
其
の
行
為
の
日
よ
り
一
一
一

O
日
以
内
に
当
該
競
売
の
方
法
、
入

Y
T
C
報
告
一
室
役
兼
任
」

礼
者
心
一
品
名
及
川

ν入
札
ム
〕
為
せ
る
会
社
の
取
締
終
及
び
役
山
県
の
住
所

氏
名
ひ
ん
は
入
札
そ
為
せ
る
前
会
若
く
は
合
名
会
社
の
社
員
の
住
所
氏

名
そ
間
載
せ
る
泣
漏
な
〈
包
つ
詳
細
々
る
当
該
取
引
の
報
告
を
州
際

商
業
委
員
会
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
は
い
。
州
際
商
業
委
民
会
が
調
査

叉
ば
訓
刊
の
結
円
以
当
該
罪
史
叉
は
取
引
に
際
じ
法
律
違
反
あ
り
た
り

と
認
め
た
る
時
は
当
該
収
引
に
ー
す
る
一
切
の
書
類
、
文
書
及
び
其

れ
に
対
す
る
自
己
の
見
解
若
く
は
認
定
を
ほ
挙
総
長
に
伝
達
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

『
運
輸
業
者
が
本
条

ω規
定
に
違
反
し
た
る
時
は
ご
万
五
千
弗
以

下
の
罰
金
に
氾
レ
其
の
取
締
役
、
代
理
人
、
支
町
人
、
ズ
は
役
員
に

じ
て
右
の
違
反
を
構
成
す
る
行
為
に
賛
成
し
若
く
は
之
を
指
図
し
た

る
者
父
は
其
の
行
為
丸
山
九
日
助
じ
若
く
は
教
唆
じ
た
る
者
は
経
罪
の
罪

符
犯
し
た
る
者
と
し
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
り
五
千
弗
以
下
の
罰
金
若

く
は
一
年
以
下
の
禁
銅
に
処
し
叉
は
之
奇
併
科
す
る
』

l
i
(ク
レ

イ
ト
ン
法
第
一

O
条
)

比
の
第
一

O
条
ば

MM
に
掲
げ
た
銀
行
間
万
人
は
そ
の
仙
の
会
社
両
の
荒
川
村
山

兼
任
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
他
の
条
項
の
如
く
競
争
会
社
間
の
一
結
合
を

打
依
す
る
こ
い
」
を

H
的
と
じ
た
も
の
で
は
灼
く
、
運
輸
業
者
と
ふ
、
の
有
方

な
取
引
業
者
と
の
聞
の
謂
わ
ば
艇
の
役
民
球
任
ぞ
阻
止
す
る
こ
と
奇
目
的

と
し
に
規
JK
で
ゐ
る

Q

乙
の
規
定
ぼ
鉄
道
会
剥
が
行
う
物
資
の
焔
入
は
そ

の
金
額
が
極
め
て
多
額
に
K
る
か
ら
、
契
約
に
当
つ
て
は
特
定
の
業
者
と

馴
れ
合
う
こ
と
な
〈
完
手
禁
止
ザ
閣
の
あ
争
守
利
用
す
べ
き
で
J

の
り
、
ま
た

涜
手
業
者
達
の
仰
に
お
い
て
も
叡
道
会
社
に
対
す
る
入
札
は
平
等
の
条
件

二
O
五



F
T
C
報
告
三
血
一
役
兼
任

で
為
レ
得
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
の
考
え
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。

ζ

の

点
に
隠
し
て
主
要
な
こ
と
は
第
一

O
条
の
規
定
が
重
役
の
兼
任
ぞ
禁
止
し

て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
売
買
契
約
に
関
与
す
る
他
の
役
員
や
従
業
員
に

乏
で
及
ん
で

γ
る
と
と
で
あ
る
。

=一
債
の
結
合
と
艇
の
一
結
合
ぞ
禁
止
し
た

そ
の
他
の
法
規

既
に
述
べ
た
よ
う
に
ク
レ
イ
ト
ン
法
ぱ
二
種
の
呉
っ
た
形
態
の
重
役
兼

任
や
採
り
上
げ
て
い
お
。
…
ち
蜘
一
ア
者
聞
の
演
の
結
合
、
お
よ
び
大
規
模

な
買
手
業
者
と
有
力
な
売
主
J

紫
者
と
の
間
の
縦
の
結
合
で
あ
る
。
併
し
ク

レ
イ
ト
ン
法
の
み
が
重
役
兼
任
関
係
。
片
山
祭
止
じ
て
い
る
唯
一
の
法
律
で
は

な
い
。
其
の
他
の
逮
邦
法
で
も
之
と
同
様
に
直
筏
同
接
に
ζ

の
横
と
縦
の

結
合
を
禁
止
し
て
い
る
法
律
が
あ
る
二
八
八
七
年
の
州
際
商
業
法
(
斗

z

r
g
g
g
g
Rり

S
B
R
S
〉
nH
え
お
勾
)
i
(改
正
法
伯
仲
)
l
の
第
二

O
条
A
項
、
一
九
三
四
年
の
通
信
一
卒
業
法
百
戸
足
。
。

g
s
z口
付
目
立
。

z

k
p
n
H

色
沼
∞
件
)
の
第
一
一
一
一
一
条
、
お
よ
び
一
九
一
二
八
印
の
民
間
航
空
事

業
法

q
v
o
c
i
H
〉
m
g
E口氏
B
〉
己
え

5
m
g
の
第
幽

O
九
条
は

ね
ど
の
種
類
の
重
役
兼
任
を
禁
ι1
じ
て
い
る
。

川
川
際
商
業
法
は
同
一
人
が
一
一
以
上
の
運
愉
会
社
の
役
員
叉
は
取
締
役
の

地
位
に
就
く
ζ

と
ぞ
違
法
と
し
て
い
る
。
但
し
州
際
商
業
委
員
会
が
そ
の

兼
任
ぞ
公
益
お
よ
び
私
益
に
害
な
き
も
の
と
し
て
認
可
し
た
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。
民
間
航
空
事
業
法
は
航
空
輸
送
会
社
の
役
員
叉
は
取
締
役

い
か
局
時
に
他
の
運
輸
会
社
(
陸
上
お
よ
ぶ
航
空
)
の
役
員
叉
は
取
締
役
と

二
O
六

な
り
、
叉
は
大
株
主
と
じ
て
他
の
運
輸
会
社
の
経
営
を
左
右
じ
、
叉
は
他

の
航
空
事
業
に
従
事
す
る
ζ

と
を
逢
浪
と
し
て
い
る
。
但
し
民
間
航
空
監

督
局
が
そ
の
兼
任
を
公
益
に
害
な
き
も
の
と
し
て
認
可
し
た
場
合
は
こ
の

怒
り
で
注
い
。
同
織
に
通
信
事
業
法
も
ま
た
同
一
人
が
有
線
、
無
線
、
電

信
、
電
話
叉
は
海
底
電
信
心
事
業
ぞ
営
む
こ
以
上
の
会
社
の
役
員
叉
は
取

締
役
を
兼
ね
る
ζ

と
ら
違
法
と
じ
て
い
る
。
但
し
連
邦
通
信
事
、
業
委
員
会

が
そ
の
兼
任
念
公
益
お
よ
び
私
益
に
害
な
き
も
の
と
し
て
認
可
し
た
場
合

は
ζ

の
限
り
で
な
い
。

銀
行
、
一
般
運
愉
業
者
、
航
空
輸
送
業
社
、
お
よ
び
通
信
事
業
者
間
の

重
役
兼
任
は
夫
々
の
監
官
官
庁
に
よ
っ
て
正
式
に
認
可
さ
れ
な
い
限
り
禁

止
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る

Q

ク
レ
イ
ト
ン
法
第
八
条
に
規
定
さ
れ
た
土
記

以
外
の
他
の
会
社
聞
の
京
役
兼
任
は
そ
の
会
社
の
規
模
が
法
定
額
以
上
で

会
社
相
宣
印
の
申
合
に
よ
る
競
争
の
排
除
が
シ
ヤ

l
マ
ン
法
の
規
定
違
反

と
な
る
場
合
に
の
み
禁
止
さ
れ
る
が
、
然
し
ζ

の
場
合
に
お
け
る
重
役
兼

任
は
不
法

S
Z
M
2日
)
と
さ
れ
、
監
督
官
庁
の
権
限
に
よ
る
合
法
的
認
可

の
途
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

運
輸
業
す
と
、
運
輸
業
者
が
大
規
模
な
買
付
を
行
う
他
の
会
社
と
が
取

締
役
叉
ぽ
役
片
山
ゼ
共
有
す
る
こ
と
ぞ
禁
止
し
た
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
規
定

は
そ
の
立
法
趣
己
円
か
ら
一
ぶ
っ
て
、
同
法
第
三
条
の
排
他
的
取
引
規
定
と
関

連
の
あ
る
規
定
で
あ
る
。
第
三
条
は
商
業
に
従
事
す
る
者
が
買
主
叉
は
賃

借
入
に
対
し
売
主
叉
は
賃
貸
人
の
競
争
者
の
商
品
を
使
用
叉
ば
取
扱
び
を

し
な
い
と
い
う
条
件
。
ぜ
附
し
て
販
売
文
は
賃
貸
す
る
乙
と
を
違
法
e

と
じ
て

い
る
。
こ
の
規
定
は
か
か
る
合
意
の
結
果
が
取
引
に
お
い
て
事
実
上
競
争



冷
減
少
せ
し
ゅ
た
り
叉
ば
抽
出
占
そ
住
ず
毛
に
主
る
べ
き
場
合
に
適
用
ぎ
れ

る
@

『
商
業
に
従
事
す
る
者
其
の
商
業
に
当
り
賃
借
入
叉
は
買
主
が
自

己
と
競
争
の
立
坊
に
ゐ
る
者
の
'
尚
品
、
思
貝
、
資
材
其
の
他
の
物
の

使
用
叉
は
取
扱
を
為
さ
ざ
る
旨
の
条
件
、
合
意
叉
は
諒
解
の
下
に
合

衆
国
、
其
の
属
領
、
コ
ロ
ム
ピ
ア
地
区
、
属
領
島
、
叉
は
合
衆
国
の

法
権
の
下
に
在
る
其
の
他
の
一
場
所
に
お
小
て
商
品
、
総
具
、
資
材
、

其
の
他
の
物
の
賃
貸
若
く
は
販
売
契
約
を
為
し
叉
は
其
の
価
格
冶
定

め
若
く
は
之
日
付
割
引
す
る
は
其
の
特
許
を
受
け
た
る
吻
た
る
と
否
と

を
問
わ
ず
右
賃
貸
、
販
売
普
く
は
販
売
契
約
又
は
右
条
件
、
合
意
弁
ー

く
は
諒
解
の
結
果
取
引
に
お
い
て
事
実
上
競
争
を
減
少
せ
し
め
叉
は

独
占
を
虫
ず
る
に
五
る
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
之
を
違
法
な
る
も
の

と
す
る
』

l
l
(ク
レ
イ
ト
ン
法
第
三
条
)

此
の
排
他
的
取
引
禁
止
規
定
は
商
品
の
売
主
と
買
主
と
が
緊
密
な
関
係

ぞ
利
じ
て
他
の
競
争
ず
が
同
一
の
条
件
で
は
同
じ
市
場
に
入
り
得
な
い
よ

う
に
、
特
定
の
商
品
の
有
力
な
物
除
な
独
り
占
め
す
る
と
と
や
防
止
す
る

た
め
に
出
来
た
規
定
で
あ
る

Q

そ
れ
故
乙
の
規
定
は
実
際
に
は
取
引
の
径

路
を
制
限
す
る
虞
れ
の
あ
る
よ
う
な
、
買
主
と
売
主
と
の
特
殊
関
係
即
ち

縦
の
総
合
関
係
に
対
す
る
禁
止
規
定
な
の
で
あ
る

Q

四

重
役
兼
任
に
靖
則
さ
れ
る
三
法
規

重
役
兼
任
巻
規
定
し
て
い
る
ク
レ
イ
ト
ン
法
の
二
ケ
条
(
第
八
条
と
第

一
C
条
)
は
会
社
の
種
類
の
異
な
る
に
従
っ
て
三
一
種
の
異
っ
た
法
鋭
を
適

F
T
C報
告
「
重
役
兼
任
」

用
じ
て
い
る
。
第
一
の
洩
規
は
銀
行
、
銀
行
組
合
、
信
託
会
任
お
よ
び

F

輪
会
社
以
外
の
一
商
業
に
従
事
す
る
会
社
に
適
用
さ
れ
る
。
第
二
の
法
規
は

銀
行
、
銀
行
組
合
お
よ
び
信
託
会
社
に
通
用
さ
れ
る
。
之
等
の
ご
法
規
は

同
法
第
八
条
に
合
ま
れ
て
い
る
。
第
一
心
条
に
含
ま
れ
る
第
一
二
の
法
規
は

商
業
に
従
事
す
る
運
輸
業
者
に
適
用
さ
れ
る
。

第
一
の
法
規
は
一
般
に
工
業
及
び
商
業
を
営
む
会
社
に
適
用
さ
れ
る
が
、

ぞ
れ
は
次
の
よ
う
な
規
党
で
あ
る
。
「
;
何
人
た
り
と
も
同
時
に
一
一
以

上
の
会
社
に
じ
て
其
の
何
れ
か
の
資
本
金
、
剰
余
金
及
び
未
配
当
利
益
金

の
合
計
百
万
弗
以
ム
な
る
、
も
の
の
取
締
役
沿
る
と
と
ぞ
得
な
い
:
:
但
じ

当
該
会
社
、
が
其
の
営
業
及
び
活
動
場
所
の
嗣
係
ト
ム
現
に
競
争
者
た
り
若
く

は
従
来
競
争
者
た
り
し
場
合
に
於
て
其
の
相
互
間
に
お
け
る
申
合
に
よ
る

競
争
の
排
除
が
ア
ン
チ
・
ト
ラ
兵
ト
法
の
規
定
違
反
と
な
る
場
合
に
限
る

.・・・・・』ζ

の
法
規
は
競
争
者
間
の
重
役
兼
任
が
競
争
を
阻
害
す
る
結
果
を
も
た

ち
じ
た
と
い
う
…
事
実
上
の
確
認
に
基
い
て
適
用
き
れ
る
の
で
、
こ
の
法
律

の
施
行
に
当
つ
て
は
夫
々
の
場
合
に
競
争
を
阻
害
レ
た
事
実
の
存
在
を
立

証
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
併
し
乍
ら
禁
止
の
対
象
と
な
る
兼
任
関
係
の

形
態
は
非
常
に
狭
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ζ

の
法
規
は
中
小
会
社
の
関
の

重
役
兼
任
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま
た
と
の
法
規
は
従
来
は
競
争
者
で
な

く
将
来
競
争
者
に
な
る
虞
れ
の
あ
る
大
小
の
会
社
問
、
相
互
に
亮
主
と
買

主
の
関
係
に
あ
る
会
社
関
な
ら
び
に
工
業
お
よ
び
商
業
に
従
事
す
る
会
杜

と
金
融
機
関
若
く
は
運
輸
業
者
と
の
問
の
京
役
兼
任
に
は
全
く
適
用
さ
れ

な
い
。
比
較
的
大
き
役
会
社
閣
の
競
争
が
重
役
兼
任
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ

=
C七



F
T
C
報
告
一
重
役
兼
任
」

る
危
険
守
防
止
す
る
と
と
が
と
の
法
規
の
目
的
で
あ
る
。

更
に
こ
の
法
規
は
会
社
向
の
ぷ
任
関
係
が
取
締
役
の
共
有
に
よ
っ
て
成

立
す
る
場
合
に
の
み
追
加
さ
れ
る

Q

従
っ
て
と
の
法
規
は
一
会
社
の
取
締

役
が
他
の
会
社
の
役
員
叉
は
大
株
主
に
な
る
こ
と
を
禁
止
し
て
は
い
な
い

の
で
あ
る
。

第
二
の
法
規
は
民
間
銀
行
業
者
叉
は
連
邦
準
備
制
度
加
盟
銀
行
の
取
締

役
、
役
員
若
く
は
使
用
人
た
る
者
が
他
の
銀
行
、
銀
行
組
合
、
貯
蓄
銀
行

叉
は
信
託
会
社
の
取
締
役
、
役
員
一
若
く
は
使
用
人
と
な
る
こ
と
ぞ
禁
じ
て

い
る
。
位
じ
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
の
規
定
に
よ
り
そ
の
兼
任
ぞ
認
め
ら

れ
た
場
合
は
ζ

の
限
り
で
な
い
。
な
お
こ
の
連
邦
準
備
制
度
理
事
会
に
よ

る
例
外
規
定
は
銀
行
関
係
の
役
員
等
が
他
の
一
を
超
え
ぎ
る
金
融
機
関
の

役
員
等
を
兼
ね
る
場
合
に
の
み
透
附
加
さ
れ
る
。

特
定
の
銀
行
十
|
即
ち
政
府
所
有
の
銀
行
、
清
算
中
の
銀
行
、
連

邦
準
備
制
度
理
事
会
と
の
協
定
の
下
に
合
衆
国
属
領
叉
は
属
領
嶋
に

初
い
て
国
際
銀
行
業
叉
ば
外
国
銀
行
業
若
し
く
は
園
内
銀
行
業
に
従

‘
事
す
る
銀
行
、
特
定
心
会
社
に
よ
っ
て
普
通
株
の
五
割
以
上
を
保
有

き
れ
、
支
配
さ
れ
て
い
る
銀
行
、
同
一
叉
は
隣
接
地
域
医
存
花
せ
ざ

る
銀
行
、
同
種
の
皆
吉
，
M
一
一
九
一
以
ま
な
い
銀
行
、
株
式
資
本
を
も
た
沿
い

相
互
貯
蓄
銀
行
の
場
合
は
と
の
原
則
の
適
用
か
ら
除
界
さ
れ
る

Q

こ
れ
ら
の
除
外
規
定
で
は
宍
際
に
は
国
内
で
営
業
し
て
い
な
い
銀

行
、
実
際
に
は
商
業
銀
行
で
な
い
銀
行
叉
は
親
銀
行
の
法
人
格
の
単

な
る
延
長
に
過
吉
な
い
銀
行
ぞ
特
別
に
取
扱
っ
て
い
る
が
、
就
中
、

隣
接
地
域
に
所
在
し
な
い
銀
行
に
適
用
さ
れ
る
除
外
規
定
と
別
種
の

一一

O
八

業
務
に
従
事
す
る
銀
行
に
適
用
、
ョ
れ
る
除
外
規
定
と
は
銀
行
役
員
の

人
的
業
任
関
係
九
段
術
る
法
規
の
厳
正
な
る
実
施
を
著
し
く
制
限
す

る
も
の
と
詞
わ
ね
~
じ
な
ら
江
い

Q

運
輸
業
者
に
適
用
き
れ
る
第
三
の
法
規
ば
相
互
に
競
争
関
係
に
あ
る
運

輸
業
者
間
の
兼
任
調
係
ぞ
取
締
る
も
の
で
は
な
い
。

一
九
二

O
年
の
運
輸
事
業
法

(
4
E
H，

E
E
B己
主
守
口
〉
三
え

H
C
N
C
)

に
よ
り
州
際
商
業
法
は
改
正
さ
れ
、
そ
の
結
巣
何
人
も
一
一
以

上
の
運
輸
会
社
の
役
員
叉
は
取
締
役
ぞ
兼
ね
る
ζ

と
が
出
来
な
く
な

っ
た
。
但
し
州
努
商
業
委
員
会
が
そ
の
兼
任
を
公
益
お
よ
び
私
益
に

虫
口
な
き
も
の
と
し
て
認
可
し
た
場
合
は
と
の
限
り
で
な
い
。
(
州
際

商
業
法
第
二

O
条
A
項
二
一
号
)

と
の
第
一
一
石
法
規
ば
運
輸
業
者
と
、
之
と
取
引
関
係
に
あ
る
他
の
会
社
、

例
え
ば
建
築
又
は
保
存
会
社
、
商
品
の
供
給
業
者
、
叉
は
証
券
取
引
業
者

と
の
間
の
兼
任
関
係
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
競
争
一
一
世
司
の
関
係
、
ぜ

横
の
関
係
と
見
、
売
主
と
質
主
と
の
関
係
を
縦
の
関
係
と
見
る
な
ら
ば
、

と
の
第
三
の
法
姐
は
演
の
兼
任
関
係
で
は
な
く
て
縦
の
兼
任
関
係
の
取
締

を
目
的
と
じ
た
ち
の
で
あ
る
。
こ
の
法
規
は
『
・
:
:
商
業
に
従
事
す
る
淫

輸
業
者
が
空
♂
取
締
役
、
社
長
、
支
配
大
、
購
買
員
、
販
売
員
、
叉
ば
個

々
の
取
引
に
お
け
る
代
理
人
と
し
て
同
時
に
他
の
会
社
、
商
会
、
合
名
会

社
北
引
く
は
組
合
の
取
締
役
、
支
配
人
、
購
買
員
若
く
は
販
売
員
た
る
者
叉

は
他
の
会
社
、
商
会
、
合
名
袋
社
若
く
は
組
合
と
一
事
実
上
の
利
害
関
係
あ

る
者
を
宿
す
る
と
き
は
右
の
運
輸
業
者
は
当
談
会
社
、
商
会
、
合
名
会
社

若
く
は
組
合
と
の
簡
に
一
年
の
金
額
五
万
弗
ぞ
超
え
て
有
価
証
券
、
資
材



若
く
は
其
hu
他
の
商
拍
に
関
す
る
取
引
ぞ
為
レ
リ
~
は
建
築
背
く
は
保
存
の

為
め
の
契
約
w
m
h

為
す
乙
と
ら
得
な
い
、
但
し
右
一
心
婚
寅
叉
ば
取
引
が
浅
川
明

君
く
は
州
際
商
業
委
員
会
の
一
規
定
に
よ
る
競
売
に
お
い
て
当
該
運
輸
業
容

の
為
め
に
良
、
b
有
利
な
る
入
札
者
よ
り
叉
は
其
一
の
者
と
の
問
に
為
さ
れ
た

る
と
き
は
此
の
限
り
で
な
い
:
・
』
と
規
定
し
て
い
る
。

h

乙
の
第
三
の
法
規
が
規
定
し
て
い
る
兼
任
関
係
の
概
念
は
他
の
二
法
規

ω場
合
よ
め
も
広
簡
に
一
円
一
っ
て
い
る

Q

何
故
な
ら
ば
売
買
の
衡
に
当
忍
取

締
役
、
役
員
お
よ
び
使
用
人
ば
か
り
で
な
く
、
運
輸
業
-
一
告
と
取
引
す
る
会

社
に
事
実
ょ
の
利
害
関
係
を
有
す
る
者
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
「
け
あ

る
。
更
に
こ
の
法
規
は
株
式
会
社
ば
か
り
で
む
く
、
株
式
組
織
以
外
の
企

業
に
も
適
用
き
れ
る
。
こ
の
法
規
が
運
輸
業
者
と
と
れ
に
物
資
又
は
労
務

ぞ
提
供
す
る
業
者
と
の
閣
の
馴
れ
会
い
取
引
の
排
除
を
目
的
1

こ
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
法
院
は
売
買
が
正
規
の
競
争

入
札
方
法
に
上
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
通
用
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
じ

こ
の
場
合
に
は
そ
の
売
は
取
引
が
↓
公
正
に
行
わ
れ
た
ζ
?
と
守
説
明
す
る
に

足
る
詳
細
な
る
報
告
告
ぞ
州
際
商
業
委
員
会
に
提
出
し
な
り
れ
ば
な
ち
な

、。

a

vv 運
輸
業
者
に
適
用
さ
れ
る
法
規
に
は
二
つ
の
異
っ
た
原
則
が
含
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
ば
競
争
の
維
持
の
尿
別
で
あ
る
。
若
し
も

買
主
た
る
会
社
の
役
員
が
売
主
た
る
会
社
と
個
人
的
な
利
害
関
係
吾
有
す

る
た
め
に
附
買
が
一
企
業
か
ら
の
み
為
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
完
主
た
る
会

社
と
競
争
関
係
に
あ
る
他
の
企
業
が
そ
の
JRd
業
分
野
に
お
い
て
競
争
の
機

会
ぞ
奪
わ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
活
じ
'
b
購
買
が
兼
任
関
係
に
あ

E
T
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る
主
主
に
の
み
多
額
に
劉
叫
J

て
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
売
手
議
一
一
官
聞

の
競
争
ぞ
阻
害
す
ゐ
ζ

と
に
な
る
で
あ
ら
う

Q

そ
と
で
役
員
兼
任
む
枇
排
除

し
、
或
い
は
兼
任
関
係
ぞ
通
じ
て
の
み
購
買
ム
山
行
う
こ
と
ぞ
防
止
す
る
』
」

と
が
競
争
を
維
持
す
る
上
に
必
憂
な
合
弓
問
手
段
と
な
る
。
第
二
の
原
則

ば
会
社
の
役
員
た
る
者
ば
会
社
の
所
有
者
一

ω叫
財
産
の
管
起
人
で
あ
っ
て
、

そ
の
管
理
義
務
に
違
背
し
て
仙
の
利
益
一
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
許
き
れ
な
い

と
い
う
と
と
で
あ
る
。
買
主
と
売
主
と
の
利
害
は
多
く
心
点
に
お
い
て
対

立
し
て
い
る
か
ら
、
会
社
の
役
員
が
，
尚
業
取
引
上
売
主
と
貫
主
と
の
両
者

の
地
位
を
兼
ね
る
乙
と
を
禁
止
す
る
の
は
恰
か
ち
一
人
の
弁
護
士
が
訴
訟

事
件
に
お
い
て
同
時
に
原
告
と
被
告
と
の
両
者
の
弁
護
じ
当
る
と
と
と
禁

止
す
る
の
と
同
様
に
当
然
の
と
と
で
あ
る
。
一
議
会
が
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
一

O
条
を
採
択
せ
ざ
る
ら
如
何
な
か
っ
た
理
由
ば
明
ら
か
に
同
条
に
は
こ
れ
ら

ご
つ
の
原
則
が
合
忘
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

上
に
述
べ
た
コ
一
法
規
の
相
互
の
関
係
を
調
べ
て
見
る
と
全
く
統
一
の
な

い
こ
と
が
判
る
。
工
業
お
よ
び
商
業
ぞ
営
む
会
社
と
銀
行
と
に
適
用
さ
れ

る
法
規
は
横
の
関
係
の
み
ぞ
取
扱
っ
て
い
る
。
運
輸
業
者
に
適
用
さ
れ
る

法
規
が
取
扱
っ
て
い
る
の
は
縦
の
関
係
の
み
で
あ
る
。
工
業
お
よ
び
尚
業

そ
営
む
会
社
の
場
合
に
は
そ
の
法
規
除
取
締
役
の
み
に
適
用
さ
れ
る

Q

銀

行
の
場
合
に
は
取
締
役
、
役
員
お
よ
び
使
用
人
、
な
ら
び
に
民
間
銀
行
業

者
に
適
用
さ
れ
る
。
運
輸
業
者
の
場
合
に
は
取
締
伎
、
社
長
、
支
阻
人
、

購
買
員
、
販
売
民
、
代
理
人
叉
は
当
該
運
輸
設
一
-
科
目
と
取
引
の
あ
る
諸
会
社

に
事
実
上
の
利
害
関
係
ゐ
・
有
す
る
一
一
す
に
適
胤
さ
れ
る
。
製
法
工
業
お
よ
び

商
業
を
取
締
る
法
規
は
式
会
社
の
み
に
適
用
さ
れ
る
。
銀
行
を
取
締
る
法

ご

O
九
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規
は
民
間
銀
行
業
者
、
銀
行
組
合
な
ら
び
に
銀
行
業
ぞ
営
む
諸
会
社
広
適

用
さ
れ
る
が
、

ζ

の
場
合
に
は
会
社
の
規
模
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
運
輸

業
者
ぞ
取
締
る
法
規
は
運
輸
業
者
と
関
係
業
者
間
の
取
引
の
年
額
が
五
万

弗
ぞ
超
え
る
場
合
と
規
定
し
て
い
る
が
、
乙
の
法
規
が
適
用
さ
れ
る
の
は

運
輸
業
者
お
よ
び
之
と
取
引
関
係
に
あ
る
商
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
規
模
お

よ
び
企
業
組
織
の
形
態
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
工
業
お
よ
び
商
業
に
従
事

す
る
会
社
な
ら
び
に
銀
行
に
関
す
る
法
規
に
違
反
し
た
場
合
は
禁
止
命
令

。
旦

5
2守
冊
。
昆
四
円
)
が
出
さ
れ
る
。
運
輸
業
者
に
関
す
る
法
規
に
違

反
し
た
場
合
に
は
刑
事
訴
訟
に
よ
る
罰
金
叉
は
禁
銅
の
刑
が
科
さ
れ
る
。

工
業
お
よ
び
商
業
栓
営
む
会
社
芯
ら
び
に
銀
行
の
場
合
に
は
ク
レ
イ
ト
ン

法
の
禁
止
規
定
は
禁
止
さ
れ
た
地
位
に
就
い
て
い
る
個
人
に
お
よ
ぶ
の
み

で
あ
る
が
、
運
輸
業
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
禁
止
規
定
は
当
該
運
輸
業
者

自
身
に
加
え
て
、
違
反
行
為
や
諾
助
若
く
は
教
唆
し
た
る
取
締
役
、
代
理

人
、
支
配
人
叉
は
役
員
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
る
。

五

ク
レ
イ
ト
ン
法
に
よ
っ

τは
問
題
は
解
決

さ
れ
な
い

ク
レ
イ
ト
ン
法
が
起
草
さ
れ
た
当
時
の
連
邦
議
会
に
と
っ
て
は
重
役
兼

任
に
関
す
る
法
律
ぞ
作
る
こ
と
は
全
く
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
同
法

の
規
定
は
同
法
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
ご

0
年
間
に
最
も
世
間
の
視
聴
を

あ
つ
め
た
問
題
ぞ
処
理
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

銀
行
、
運
輸
業
者
な
ら
び
に
工
業
お
よ
び
商
業
を
営
む
会
社
に
適
用
さ
れ

る
夫
々
の
法
規
の
悶
に
統
一
性
が
欠
け
て
い
る
ζ

と
は
同
法
の
も
つ
試
験

二一

O

的
旦
つ
経
験
的
な
性
格
径
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

同
法
が
制
定
3
れ
て
以
来
三
六
年
間
に
経
済
の
組
織
は
益
均
一
複
雑
に
な

り
、
事
業
活
動
の
規
模
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
、
技
術
の
進
歩
は
多
く

の
産
業
分
野
に
広
範
な
競
争
領
域
む
開
拓
し
た
。
こ
れ
ら
の
諸
変
革
の
結

果
、
旧
来
の
法
律
で
は
処
理
し
切
れ
な
い
種
々
の
問
題
が
現
わ
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。

工
業
お
よ
び
商
業
を
営
む
会
社
に
適
用
さ
れ
る
ク
レ
イ
ト
ン
法
第
八
条

は
二
以
上
の
会
社
を
結
合
3
せ
る
虞
れ
の
あ
る
者
の
概
念
を
不
当
に
狭
く

規
定
し
て
い
る
。
既
ち
同
条
は
同
一
人
が
二
以
上
の
会
社
の
取
締
役
を
兼

ね
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
或
会
社
の
役
員
が
他
の
会
社

の
取
締
役
を
兼
ね
る
場
合
は
屡
?
の
り
、
ま
た
或
会
社
の
大
株
主
が
他
の

会
社
の
取
締
役
を
兼
ね
る
場
合
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
鋳
鋼
会
社
(
〉
5
2
-
gロ
ω芯曲目

問
。
出
口
内
同
氏
巾
凹
〉
と
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
機
関
車
製
造
会
社
(
切
白

5
1ロ

F
o
n
O
B
O
Z、
四
君
。
長
田
)
ば
ゼ
ネ
ラ
ル
鋳
鋼
会
社
(
の

8
2弘
二
昆

c
g江
口
岡
田
)
の
最
大
の
株
主
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
鋳
鋼
の
社
長
と

ニ
名
の
副
社
長
ば
ゼ
ネ
ラ
ル
鋳
鋼
の
重
役
を
兼
ね
、
し
か
も
之
等
三

名
は
両
会
社
の
取
締
役
の
地
位
に
あ
っ
た
。
ま
た
ボ
ー
ル
ド
ウ
J

ン

機
関
一
車
製
造
会
社
の
会
長
と
社
長
の
両
名
も
ゼ
、
不
ラ
ル
鋳
鋼
の
取
締

役
を
兼
任
し
て
い
た
。
之
等
の
人
々
は
す
べ
て
司
法
省
の
重
役
兼
任

排
除
の
要
請
に
応
え
て
ゼ
ネ
ラ
ル
鋳
鋼
の
取
締
役
の
地
位
を
辞
任
し

た
が
、
そ
の
代
り
に
取
締
役
の
地
位
に
居
は
い
ア
メ
リ
カ
鋳
鋼
の
二

名
の
副
社
長
と
一
名
の
監
査
役
、
お
よ
び
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
機
関
車



の
ご
名
の
副
社
長
が
ゼ
、
ネ
ラ
ル
鋳
鋼
の
取
締
役
に
就
任
じ
た
と
の
報

告
が
あ
る
。

ζ

の
よ
う
な
万
法
に
よ
れ
ば
種
々
の
企
業
は
兼
任
取
締
役
に
よ
る
場
合

と
全
く
同
様
に
緊
密
に
治
合
す
る
乙
と
が
出
来
る
。
更
に
二
以
土
の
会
社

の
取
締
役
が
た
と
え
別
人
で
あ
っ
て
も
、
若
し
も
こ
れ
ら
の
人
々
が
家
族

的
紐
貯
や
事
業
上
の
共
通
の
利
害
関
係
に
よ
っ
て
相
互
に
緊
密
に
結
び
つ

い
て
い
る
場
合
に
ば
、
両
者
は
全
く
同
じ
行
動
や
政
策
を
と
り
得
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
な
人
的
結
合
関
係
が
極
め
て
密
接
に
結

ぼ
れ
て
い
る
事
例
を
判
別
す
る
乙
と
は
多
く
の
場
合
仲
々
困
訴
で
ゐ
る
が
。

現
行
の
ク
レ
イ
ト
ン
法
は
ま
た
重
役
兼
任
に
よ
っ
て
昭
害
さ
れ
る
虞
れ

の
あ
る
競
争
の
概
念
を
不
当
に
狭
く
解
釈
し
て
い
る
。
同
法
は
兼
任
会
社

，
間
に
競
争
が
担
割
に
あ
り
叉
ば
従
来
あ
っ
た
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
。
こ

れ
ら
の
会
社
が
そ
の
重
役
兼
任
そ
排
除
す
れ
ば
直
ぐ
に
も
競
争
者
に
な
り

得
る
こ
と
が
確
か
な
場
合
、
ま
た
は
、
恐
ら
く
そ
う
な
る
可
能
性
が
あ
る

場
合
応
は
適
用
き
れ
な
い
。
工
業
技
術
の
発
展
に
つ
れ
て
一
会
社
、
が
新
し

い
事
業
分
野
に
進
出
す
る
機
会
は
益
一
々
多
く
な
っ
た
。
章
一
役
兼
任
は
既
に

中
仔
在
し
て
い
る
競
争
そ
阻
害
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
新
分
野

へ
の
進
出
の
機
会
を
も
同
様
に
児
殺
し
て
し
ま
う
の
で
ゐ
る
。

現
行
法
は
ま
た
競
争
沿
減
少
し
叉
は
排
除
す
る
畏
れ
が
充
分
に
あ
る
各

市
悼
の
重
役
兼
任
の
概
念
ぞ
不
立
に
狭
く
解
釈
し
て
い
る
。
同
法
の
適
用
は

競
争
者
間
の
直
接
河
兼
任
関
係
の
み
に
限
ら
れ
る
が
、
間
接
的
兼
同
関
係

の
場
合
に
も
同
じ
様
に
競
争
た
減
少
合
せ
る
可
館
性
が
荏
在
す
る
の
で
あ

る
。
若
し
も
競
争
関
係
に
あ
る
一
一
つ
の
会
社
の
各
々
が
こ
れ
ら
両
社
と
競
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争
関
係
に
ゐ
る
第
一
一
一
の
会
社
に
策
任
章
一
役
ぞ
も
つ
場
合
に
は
、
こ
の
兼
任

問
問
係
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
三
社
関
の
競
争
の
効
果
は
弱
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な

い
。
併
じ
現
行
法
規
の
下
で
は
、
連
邦
取
引
委
員
会
ば
前
二
社
の
各
々
と

第
三
の
会
社
と
の
聞
の
兼
任
関
係
そ
禁
止
す
る
命
令
沿
発
す
る
権
限
を
も

っ
て
は
い
る
が
、
前
二
社
の
問
の
兼
任
関
係
ぞ
禁
ず
る
命
令
冶
発
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。

ζ

の
よ
う
に
間
接
的
に
結
合
し
て
い
お
三
会
社
は
更
に

他
の
競
争
者
ぞ
通
じ
て
、
い
く
ら
で
も
自
由
化
間
後
的
兼
任
関
係
奇
再
建

す
る
乙
と
が
出
来
る
の
勺
あ
る
。

更
に
、
競
争
関
係
に
あ
る
こ
吉
社
の
各
々
が
有
力
な
買
手
先
叉
は
亮
手

先
の
会
社
に
兼
任
取
締
役
ぞ
も
つ
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
取
締
役
が
顔
を

合
一
せ
忍
主
役
会
で
為
さ
れ
る
事
業
上
の
討
議
ば
前
の
二
つ
の
競
争
会
社
の

事
業
に
極
め
て
密
接
な
関
係
を
も
つ
に
相
違
な
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
重

役
が
競
争
会
社
の
事
業
に
つ
い
て
相
互
に
討
議
ぞ
交
わ
す
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
競
争
会
社
の
う
ち
の
一
方
の
取
締
役
が
他
方
の
宣
役
会
に
出
席
し
て

忘
見
ぞ
交
換
す
る
場
合
と
全
く
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
併

じ
乍
ら
現
行
法
で
は
問
底
的
重
役
兼
任

ω性
格
や
意
義
が
如
何
に
重
要
で

あ
ろ
う
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
等
の
取
締
規
定
も
な
い
の
で
あ
る
。

工
業
お
上
び
商
業
を
営
む
会
社
に
適
用
会
れ
る
現
行
法
規
は
ま
た
不
当

に
狭
く
競
争
者
間
の
兼
任
関
係
の
み
ぞ
取
締
の
対
象
に
じ
て
い
る
。
売
手

業
者
叉
は
員
手
業
者
が
非
常
に
有
カ
で
、
之
等
の
業
者
に
接
近
す
る
こ
と

が
事
業
の
成
功
に
と
っ
て
丞
大
な
影
響
力
を
も
っ
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

業
者
に
接
近
す
る
機
会
が
均
等
で
ゐ
る
と
と
が
業
界
に
お
い
て
は
望
ま
し

い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
道
輸
業
者
と
之
に
資
材
を
供
給
す
る
諸
企
業
と
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の
問
の
取
引
に
お
い
て
、
そ
れ
が
望
ま
し
い
の
と
A
K

く
同
じ
理
由
か
ら
で

あ
る
。
買
手
と
売
手
と
の
間
の
立
役
兼
任
は
情
実
取
引
汚
排
除
し
沼
の
業

者
ぼ
取
引
上
の
機
会
の
均
等
丸
山
保
証
す
る
公
正
取
引
の
原
町
に
矛
宿
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ち
ず
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
は
一
方
で
は
運
輸
業

者
、
と
そ
の
完
手
業
者
と
の
聞
の
縦
の
兼
任
関
任
を
厳
重
に
取
批
判
ワ
て
お
き

な
が
ら
、
他
方
商
工
業
関
係
の
会
社
関
の
縦
の
兼
任
関
係
に
つ
い
て
は
前

品
切
に
見
合
う
伺
等
の
規
定
も
な
い
の
で
あ
る
。

乙
の
取
締
規
定
が
江
い
と
い
う
こ
と
は
商
工
業
関
係
の
会
社
と
之
に
必

要
不
事
欠
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
例
え
ば
銀
行
の
よ
う
な
会
社
と
の
間

の
兼
任
関
係
の
場
合
に
特
に
重
要
な
意
義
令
も
っ
て
く
る
。
一
工
業
合
社

と
一
銀
行
と
の
間
に
重
役
兼
任
が
行
わ
れ
れ
ば
そ
の
工
業
会
社
へ
の
信
用

.
供
与
は
優
先
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
商
工
業
関
係
の
数

個
の
会
社
が
同
一
の
銀
行
と
兼
任
関
係
ぞ
結
ぶ
場
冶
に
は
、
そ
の
銀
行
に

融
資
を
仰
い
で
い
る
他
の
会
社
に
一
事
実
上
奏
別
を
つ
け
る
よ
う
な
強
固
な

利
益
共
崎
体
(
同

8
5
5
E
q
o向
山

口

5
3己
)
が
成
立
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ク
レ
イ
ト
ン
法
は
と
の
兼
任
関
係
に

つ

い

て

は

全

く

沈

黙

ら

守

っ

て

い

る

の

で

ゐ

る

。

‘

ク
レ
イ
ト
ン
法
が
不
備
の
た
め
に
、
蹴
令
v
A
u

減
少
し
、
物
資
叉
は
労
務

の
一
員
手
業
者
に
優
先
的
な
情
実
取
引
の
機
会
ゐ
与
え
る
虞
れ
の
あ
る
軍
役

兼
任
が
突
に
容
易
に
行
わ
れ
、
そ
の
数
は
増
大
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。後

記
1
i連
邦
取
引
委
員
会
が
ア
メ
リ
カ
の
製
造
工
業
関
係
力
最
大

一一一一一

会
社
一
、

0
0
0社
に
つ
い
て
調
査
し
た
「
重
役
兼
任
』
関
係
の
兵

律
問
液
告
内
容
の
紹
介
は
次
号
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

(
一
九
五
五
・
と
・
一
一
一
一
)




